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１．補　助　の　対　象　と　な　る　の　は　・・・
　公共下水道などの整備区域及びその計画区域を除く市域のうち、『市が対象と認める地域』内で専用住宅に合併処理浄化槽を設置しようとする人で、下記の項目に該当しない人が申請できます。
小型の槽(5～10人槽) を設置する場合は「合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針」に適合する製品（「全浄協登録浄化槽」）である必要があります。
※　『対象と認める地域』に該当するかどうかは、必ず事前にお問合せ下さい。
※事業の予算上限額に達した場合は、年度途中であっても申請の受付を打ち切る場合があります。☝以下の項目に該当する人は補助の対象にはなりません
 ① 浄化槽設置届の審査又は建築基準法に基づく確認を受けずに浄化槽を設置する人   　　 
 ② 専用住宅を借りている人で、賃貸人の承諾を得られない人
 ③ 販売目的で浄化槽付専用住宅を建築する人又は同じ目的で既存家屋に浄化槽を設置する人
 ④ 賃貸を目的とした集合住宅に浄化槽を設置する人
 ⑤ 交付申請受理日以前に浄化槽工事に着手した人
 ⑥ その他市長が不適当と認める人
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２．補　助　金　の　額　は　・・・
 (１)　合併処理浄化槽の本体設置に要する費用
　　　　　（⇒　配管、便所等の改修費等は対象とはなりません。）
 (２)　各人槽規模の上限額
	
人槽規模

	
５人槽

	
７人槽

	
１０人槽以上


	
金額 （円）

	
４００，０００

	
５６０，０００

	
９００，０００



　 　　※ 放流水のポンプアップが必要となる場合は、設置費の50％までを上乗せ(上限10万円)


３．必　要　な　手　続　き　は　・・・
　(1) 浄化槽の設置に関する法定手続
建物の新・増改築などと一緒に浄化槽を設置する場合は三田市の建築確認申請担当課又は指定確認検査機関へ建築確認申請に関する手続きを、建物の新・増改築などを伴わず水まわりの改造など浄化槽の設置のみを行う場合は、三田市下水道課へ浄化槽設置届の提出をそれぞれ行ってください。
　(2) 補助金交付申請
建築主事が建築確認の通知を行ってから、または浄化槽設置届が受理されて以降に、「補助金等交付申請書（様式第１号）」、「事業計画書」を三田市経営管理課まで提出してください。
※申請書には、次の①～⑧の書類添付が必要です。
①　「建築確認通知書（様式第３号及び様式第１号第１面～第５面）」「浄化槽に関する調書」一式の写し、又は三田市下水道課受理済「浄化槽設置届出書」の写し
　　② 浄化槽工事費見積書の写し
　　③ 全国合併処理浄化槽普及促進市町村協議会に登録されている浄化槽を設置する場合は、
　　  　その「登録証」の写し及び「登録浄化槽管理票（Ｃ票）」
　　④ 小型合併処理浄化槽機能保証制度に基づき、全国浄化槽団体連合会が登録確認を行った
　　　　「保証登録証（市町村用）」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　⑤ 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との「業務委託契約書」の写し
　　⑥ 兵庫県水質保全センターの発行する浄化槽に係る「使用開始検査等承諾書」の写し
　　⑦ 専用住宅を借りている人は、賃貸人の「承諾書」の写し
　　⑧ 位置図と配置図
　　
　(3) 補助金交付決定と工事の着手について
(2)の申請について、市は書類及び現地調査等を基に審査を行い、補助金等交付決定通知書（様式第２号）により申請者への通知を行います。必ず交付決定通知を受けてから工事に着手してください。
　　　なお、審査内容によっては、市は不交付決定を行うこともあります。

　(4) 設置工事の立ち会い
　    市は、必要に応じて補助対象浄化槽の設置工事に立ち会うこととしています。浄化槽本体の据付け及び埋め戻し水締め工の日程が判明次第、市担当者あて報告してください。

  (5) 工事実績の報告
　    浄化槽の設置工事が完了したら、その完了後１ケ月以内か、その年度の３月31日のいずれか早い日までに補助事業等実績報告書（様式第６号）を提出してください。
　※申請書には、次の①～③の書類添付が必要です。
　　① 浄化槽工事に係る領収書の写しまたは請求書（明細含む）の写し
　　② 合併処理浄化槽工事施工チェックリスト
　　③ 工事関係写真（浄化槽設備士が各工程において実地に監督していることを示すこと）
　　　現　況⇒掘方の状況⇒基礎工事[栗石、ベースコンクリート]の状況⇒設置工事[据付、埋め戻し水締め]の状況⇒
かさ上げ[スケールあて]の状況⇒設備士が全施工項目を点検し、上部スラブ工事が完了した完成写真

　(6) 補助金額の確定
　    市は、提出された実績報告書の内容について審査を行い、適当と認めたときは補助金等確定通知書
　　（様式第７号）により通知を行います。

　(7) 補助金の支払
　    (6)により確定となった補助金は、事前にお届けいただく補助金等交付請求書（様式第８号）に基づき口座振込の手続きを行います。市の支払いに関する規定に基づき事務手続きを行いますので、入金までには約１ケ月程度の期間が必要です。
	 　
 注
 　
 意
 　
	 １．補助金交付決定通知を受けた後で、申請内容の変更または事業の中止、もしくは廃止しようとするとき、あるいは事業が予定の期間内に完了しない、事業の遂行が困難となったとき等、計画に大きな変更が生じた場合は、市の指示を受けてください。
 ２．本補助制度は単年度（４月～翌年の３月まで）の事業であるため、交付決定を受けた年度を超えて事業を延期することはできません。  　　　　　　　　　　　　　　 


問い合わせ先：設　置　届：三田市上下水道部下水道課　TEL（０７９）５５６-８１４４
　　　　　　　補助金申請：三田市上下水道部経営管理課TEL（０７９）５５９-５１２０
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